
 
 
 

 

16: 平和と公正をすべての人に 

公正、平和かつ包摂的な社会を推進する  

 

 

 

持続可能な開発に向け、平和で包摂的な社会を推進するためには、国際的な殺人、子ども

に対する暴力、人身取引や性的暴力の脅威に取り組むことが重要です。こうした取り組みは、

すべての人に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルで実効的で責任ある制度を構築

するための下支えとなるからです。 

殺人や人身取引への取り組みについては、過去 10 年間で大きな進展が見られたものの、

ラテンアメリカやサハラ以南アフリカ、そしてアジア全域では、依然として数千人が故意の

殺人の犠牲となる大きなリスクを抱えています。暴行や性的暴力による子どもの権利の侵

害は、特に過少報告やデータの欠如が問題を悪化させる中で、全世界の多くの国を蝕み続け

ています。 

こうした課題に取り組み、より平和で包摂的な社会を構築するためには、さらに効率的で

透明な規制と、包括的かつ現実的な政府予算を導入する必要があります。個人の権利保護に

向けた第一歩なるのは、全世界で出生届を導入し、各国により独立性の高い人権機関を設け

ることです。 

 

【ターゲット】 

16.1  あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減

少させる。 

16.2  子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 

16.3  国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なア

クセスを提供する。 

16.4  2030 年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回

復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。 

16.5  あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。 

16.6  あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させ 

      る。 

16.7  あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保す

る。 

16.8  グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 

16.9  2030 年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。 

16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障

する。 



 
 
 

 

 

16.a  特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆる

レベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。 

16.b  持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。 

 

※本資料は、国際連合広報センターHP（https://www.unic.or.jp/）からの情報により作成しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


